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日本聖公会東日本大震災被災者支援「いっしょに歩こう！PARTⅡ」

原発と放射能に関する特別問題プロジェクト・ニュースレター

いのちの川
第4号(2014年8月)

http://nskk.org/province/genpatsugroup/（ホームページは日本聖公会管区事務所の諸委員会からリンク）

大飯原発再稼働差し止め訴訟
～福井でのつながりの中で～

小林聡
（福井聖三一教会牧師、敦賀基督教会管理牧師）

今年5月21日、福井地方裁判所で関西電

力に対して大飯原発3号、4号基を動かして

はならないという画期的な判決が出されま

した。

判決文は、原発推進派のあらゆる論点に

対して、根本的な次元としての人格権の立

場から原発に反対しています。このまとめ

は、わたし達教会が最も踏み込んで言いた

いところを躊躇なく宣言している所に、は

っとさせられ、感動させられるのです。

この裁判の原告弁護団事務局長笠原弁護

士から、直接この判決の意味をお聞きする

ことができました。それは2点にまとめら

れると言われます。まずこの裁判では人間

の限界性、傲慢さが裁かれたということで

す。人間には制御できないものをあたかも

制御できるかのように振舞っている人間の

傲慢さが浮き彫りになりました。笠原弁護

士は、日本が原発輸出をしようとしている

先のトルコの人々に対して、判決文をトル

コ語に訳し、メッセージを送られました。

その際、判決文を補う意味で、神の前に人

間は謙虚であるべきで、神無しに何でも出

来ると思い込んでいる人間の限界性、傲慢

さを、神との関係で説明されたとのことで

した。二点目は、この大地があらゆる被造

物にとって安心、安全な場所であるべきも

のだということです。わたし達人間は、こ

の二つを貪り、我が物としてきたのです。

圧倒的保守地盤の中でのこの判決の意味

は、長い間の地道な市民活動と、内外の人

々との連帯の勝利だったと思うのです。最

後にこの判決についての笠原弁護士の言葉

を引用し、心に刻みたいと思います。

「これは、裁判官の資質もさることながら、

訴状提出後、判決までに、原告の皆さんが

口頭弁論で行った意見陳述に、裁判官がじ

っくり耳を傾けたこと、あるいは、原告以

外に様々な市民の皆さんの意見を目にした

ことも、直接間接に、今回の判決に影響し

たことでしょう。そういう意味では、原告

団の勝利であるのはもとより、皆さん全体

の勝利だということができます。」

2012年の日本聖公会総会決議である「原発

のない世界を求めて～. 原子力発電に対す

る日本聖公会の立場」を二年前に笠原弁護

士に手渡しました。わたし達の教会の少し

ずつの歩みも又、多くの人々の連帯の中に

あることを心に留めたいと思います。
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「原発問題プロジェクトのため」と明記して下さい。

原発と放射線に関する特別問題プロジェクト

いっしょに歩こうプロジェクトの活動方針と 2012 年日本聖公会総会決議「原発のない世界を求めて」に基づ
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支援チームから
原発と放射能に関する特別発問題プロジェクト

運営委員 司祭 越山健蔵

いっしょに歩こうパートⅡとして原発問

題プロジエクト郡山オフィスが、昨年９月

に開設され早１年となりました。この間、

皆さまの励ましとご支援に支えられて、長

崎県高島や岐阜県郡上八幡、山梨県清里に

おける子どもたちや家族のリフレッシュ・

プログラム（報告は次回）、福島県下の幼

稚園夏祭り支援、放射能に関する講演会、

幼稚園教師のリフレッシュ・プログラム、

富岡町、大熊町の方々が住む仮設住宅での

ほっこりカフェ、仮設の方々の声を直接聞

いていただくための取り組み（各地での福

島の報告講演会）、また被災地を訪れる方

々のコーディネート・案内、世界各地に福

島の現状を発信等…目まぐるしく追かけら

れる日々が続いています。

郡山の状況は一見何事もなかったような

光景が広がって見えますが、ここに住んで

いる人々の思いは本当に個別的で、なかな

か本音の部分が見えてきません。見えて来

ないほうが生きやすいかとも思います。今

年も長崎県高島で昨年につづき家族キャン

プを企画しましたが、申し込みが殺到しま

した。飛行機を使っても６時間～８時間か

かる遠くの離島に何故群がるのか？参加者

の方がいみじくも言いました、遠くに行け

ば行くほど放射能のトラウマから解放され

る（線量が高いという直接的な恐れより、

今もこれからも郡山に住んで、また住まざ

るをえない状況を受け入れようとしてい

る）ようです。

放射能に関する講演会は、そんな皆さん

が少しでも安心安全を確保するにはどう日

常生活をしていけばいいのか、河田昌東さ

ん（チェルノブィリ原発事故後２５年に亘

って医療支援、農地の再生等に尽力された）

をお招きして、セントポール幼稚園の保護

者を主な対象に６月３０日に開催されまし

た。とても丁寧に放射能について解説され、

また参加者の身近な生活の問題（食べ物、

水、日々の過ごし方、リフレッシュのお薦

め等）、昼食を挟んで４時間に亘ってお話

をされました。終わった後お母さん方に、

笑みがこぼれたのが印象的でした。

継続して講演会（学びの機会）は必要であ

るとの感触を持ちました。次回は８月２６

日神野美知江さん（看護士、チェノブィリ

救援中部）をゲストに、「放射能の心配ご

と、話しませんか ～家族の健康を守るた

めに、衣・食・住・環境の工夫について話

しましょう～」というタイトルで講演会を

企画しています。

（写真左）河田さん講演会「毎日の生活の問題として真摯に耳を傾けます」
（写真右）リフレッシュ・プログラム「思う存分、土や草花に触ることができます」
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福島の現状

東日本大震災から3年4か月が過ぎる今もな

お課題が多く、年月を経る毎に複雑にもな

っています。東京電力福島第一原発事故は

収束しておらず、増え続ける汚染水につい

てもトラブル続きで、東電は自転車操業を

繰り返している状況です。事故の検証もな

されていません。これまでに避難を余儀な

くされてきた地域の人は、いずれは古里に

戻りたいあるいは戻るかどうかを常に悩み

続けています。わたしの周りにも止むを得

ず諦めて、福島市やいわき市などに家を求

めた人もおられます。そして仮設住宅に避

難の多くの人は、どうしてよいのかわから

ない中にいるのです。7月初めに、浪江町

から福島に避難されている知り合いのご夫

妻に自宅や町を案内して頂きました。浪江

町は現在も、町に入るためには住民の許可

証が必要です。震災前には毎日約5.000人

の乗降客があったという「ＪＲ浪江駅」。

コンクリートの間から草が生え、駅前の青

果店は地震の時のままです。どの家にも今

も人が住んでいるかのように季節の木々が

茂りアジサイが咲いていて・・・。震災前

約20.000人の人々が暮らしていた町に誰も

人がいない光景は、実際にその場に立って

見ると胸に迫るものがありました。海沿い

の請戸地区は、がれきや流された船、車な

どがそのままになっていて時が止まったか

のようでした。福島市内ではあちこちで除

染が進められていますが、自宅の庭などに

置く汚染土の仮の仮置き場が県内に約5万

か所あります。汚染土を保管する「中間貯

蔵施設」の問題が大きくあります。候補と

なっている地域の土地を、国は買い上げる

と言っていますが、地権者は先祖代々の土

地を手放すことに抵抗があり借地にと。固

定化の懸念もあります。「最終処分場」も

決まっていないにも関わらず進めようとし

ていることも重大な問題です。東京以西で

は、すでに原発事故のニュースは報道され

ないということですが、福島に住んでいる

わたしたち自身が原発事故を風化させる要

因になっていないか、あまりにも問題が多

過ぎ考えるのが辛くて、日常の中で目を反

らそうとしてはいないか・・・と考えるこ

とがあります。そしてやはり奮い起こすの

です。「あの日」を経験し福島に住み続け

ている者が発信し続けなければと。未来の

子どもたちのために。（7/15現在、県内で

は原発事故関連死（1,732名）が、直接死

（1,603名）を100名以上も超えています。）

（福島聖ステパノ教会信徒・西間木美恵子）

しゃくなげしゃくなげ (時局コラム)

「電気が足りないということ以前に」

青森県の六ヶ所村には、日本原燃再処理事業所（再処理・廃棄物管理・ＭＯＸ加工）、日本
原燃濃縮・埋設事業所（ウラン濃縮）、日本原燃濃縮・埋設事業所（廃棄物埋設）があり、む
つには、「リサイクル燃料備蓄センター」（中間貯蔵）があります。自分の住居が近くならど
う感じるか、と一人一人が考えてみなければならないと思います。六ヶ所村の約 20 ㎞南に軍
用共用の三沢空港があります。米国空軍が駐留し、Ｆ 16 戦闘機が実戦配備され、大陸へのに
らみをきかせているという訳です。航空自衛隊や民間航空を合わせた離着陸は、年間 4 万回以
上とのこと。2007 年には、その三沢基地からＦ 16 がイラク戦争に出動し、その一部がアフガ
ン東部で反政府武装勢力タリバンの拠点を攻撃したと言われています。神様は人間を、お互い
に愛し合う存在として創造されたけれども、動物以下の行動もすることがある、と認めなけれ
ばならないでしょう。核燃料サイクル施設への航空機事故、テロ、についての恐れはわたした
ちの頭から消えることがありません。原発は政治問題、教会が片寄った立場をとることは疑問、
との声もあるようですが、政治以前に人間の命が危ない、神様の大切ないのちの問題ではない
でしょうか？（margaret）
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世界の教会が原発と核兵器の廃止を呼びかけ

世界のほとんどすべてのプロテスタント、聖公会、東方正教会が加盟している世
界教会協議会（WCC）は、7月2日から8日までジュネーブで開催された中央委員会で、
『核のない世界へ』と題した決議を採択しました。ローマカトリック教会は正式メ
ンバーではありませんが、常にオブザーバーを派遣し、WCCとは緊密な協力関係に
あります。昨年11月に韓国・釜山で開かれた第10回WCC総会では、原子力発電の問
題について充分論議が尽くされないまま、この問題の扱いを中央委員会に委ねるこ
とになり、７月に開かれた中央委員会で声明が決議されたわけです。
声明はまず、北東アジアこそが核兵器が実際に使用された地球上唯一の場所であ

り、さらに多くの核(原子力)発電所が集中している場所であることを指摘し、「核
エネルギーの関連技術は極めて危険な開発です。２０１１年の福島第一原子力発電
所の災害は、それが人々や地域共同体の生活、自然生態系に及ぼす脅威を改めて示
しました。この災害によって住むところを追われた何万人もの人々は、決して故郷
に帰ることが出来ないのです。」と現状を認識しています。
声明は、次のような問題点を指摘しています。

◆健康と人道と環境について
「軍事的であれ、民生利用であれ、核技術は自然界には存在しない有毒の元素を

大量に生みだし、世界で最悪の環境汚染を引き起こします。」
「放射線は見えず、臭わず、味のない毒です。その健康への影響は甚大で、幾世

代にも及びます。」
「原子力産業については、＜安全＞という言葉を使うことはできません。あり得

そうにもなかったような過酷な事故が繰り返し起こっているのです。」
◆原子力についての教会の一致した判断
「１９８９年に世界教会協議会は、＜人間の行動はしばしば被造世界の一体性を

侵し、その生存そのものを脅かしている＞と指摘し、今日の原子力エネルギーの評
価のために３つの倫理的基準を提起しました。それは、①被造世界の持続可能性を
促進するという未来の世代に対する責任、②人間が人生を全うできるための正義、
③自分たちの生活に直結するエネルギーの選択に関わる意思決定への人々の参加、
です。」
◆原子力と核兵器のつながり
「原子力は核兵器の製造に必要な物資および技術を獲得するための道です。原子

力の「平和利用」とは、軍事的な意図を隠して核兵器における利用のために核廃棄
物を再処理することに国々を誘うことになります。」
「民間および軍事用の核施設は、テロリズムおよび戦争行為の潜在的な標的にな

ります。放射性物質が盗まれたり、売られたり、通常の爆発物と同様に核爆弾を作
ることに用いられることがあります。」
◆正義と平和の巡礼としての核からの脱出
「神は寛容な創造主であり、原子や分子からいのちを生みだし、豊かないのちを

被造物に授けてくださいます。その原子を、死をもたらす不自然な要素に分裂させ
ることは、すでに深刻は倫理的・神学的な反省の対象となっています。」
そして、声明は世界の教会に、1.原子力の利用についての倫理的・神学的論議を

深め、それらがどんな目的に仕えているのか、実際のコストはどうか、誰の利益の
ために役立っているのか、どんな権利を侵害しているのか、健康や環境に与える影
響についても研究すること、2.個人や共同体の生活様式に変化をもたらすために、
環境問題に敏感な霊性を発展させること、などを求めています。


